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�愛媛県告示第１８０３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１７年１０月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８０４号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第５５条の規定により、次のとおり地方卸売市場の開設を許可した。

平成１７年１０月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８０５号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第５８条第１項の規定により、次のとおり地方卸売市場における卸売の業務の許可をした

。

平成１７年１０月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
告 示

○ 指定居宅支援事業の廃止……………………………………………１００９

○ 地方卸売市場の開設の許可…………………………………………１００９

○ 卸売業務の許可………………………………………………………１００９
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○ 道路の区域変更（一般国道４９４号）………………………………１０１２

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………１０１２

○ 道路の区域変更（一般国道４９４号）………………………………１０１２

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………１０１３

○ 都市計画事業の認可…………………………………………………１０１３

○ 道路の位置の指定……………………………………………………１０１３

公 告

○ 技能検定の合格者……………………………………………………１０１３

選挙管理委員会告示

○ 直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数………………１０２２

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１２６１１５ 有限会社ケアステーション悠友
宇和島市丸之内四丁
目３番１３号 廣 瀬 由美子 身体障害者居

宅介護
ケアステーション悠
友

宇和島市丸之内四丁
目３番１３号

平成１７年
８月９日

許 可 番 号 許可年月日 開設者の氏名又は名称
地 方 卸 売 市 場 取 扱 品 目

の 部 類所 在 地 名 称

青果第３０号 平成１７年１０月１日 伊予連合農協青果地方卸売市
場

伊予市下吾川字馬塚１２２４番
地２

伊予連合農協青果地方卸売
市場

青果部
花き部

許 可 番 号 許可年月日
卸 売 業 者 卸売の業務を行う地方

卸売市場の名称
取 扱 品 目

の 部 類住所又は所在地 氏 名 又 は 名 称

青果第１８号 平成１７年１０月１日 伊予市下吾川字馬塚１２２４番
地２ 株式会社伊予連合農協青果 伊予連合農協青果地方卸売市

場 青果部

花き第６号 平成１７年１０月１日 伊予市下吾川字馬塚１２２４番
地２ 株式会社伊予連合農協青果 伊予連合農協青果地方卸売市

場 花き部

毎週（火・金）曜日発行 第１６９９号 平成１７年１０月４日

平成１７年１０月４日火曜日 第１６９９号

愛 媛 県 報

１００９
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�愛媛県告示第１８０８号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１７年１０月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

宇和島市三浦東２１９２番１から同２５１１番２までの地先公

有水面

� 区域

次の１点から５４点までを順次直線で結んだ線及び５４点

と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域並びに５５点

から５８点までを順次直線で結んだ線及び５８点と５５点を直

線で結んだ線により囲まれた区域

基点（宇和島市三浦東２１８８番２の地先に設置された標

識鋲）は、北緯３３度１０分２５秒、東経１３２度３０分４６秒の地

点

１点は、基点から真北８６度５２分２６秒３３．９６メートルの

地点

２点は、１点から真北４７度４６分３２秒３．７３メートルの地

点

３点は、２点から真北１３度５３分１８秒１．４９メートルの地

点

４点は、３点から真北９３度１３分１８秒１０．９９メートルの

地点

５点は、４点から真北９５度３２分１５秒１７．８０メートルの

地点

６点は、５点から真北９５度３２分３２秒５．２０メートルの地

点

７点は、６点から真北１２４度０４分０５秒６．３２メートルの

地点

８点は、７点から真北９４度３６分０３秒２．５０メートルの地

点

９点は、８点から真北２７度４７分１１秒２．４６メートルの地

点

１０点は、９点から真北９５度０４分１２秒５．８７メートルの地

点

１１点は、１０点から真北９８度００分３５秒１２．２３メートルの

地点

１２点は、１１点から真北１１３度２０分０５秒８．７８メートルの

地点

１３点は、１２点から真北１２２度４１分１５秒７．９３メートルの

地点

１４点は、１３点から真北１３０度３４分４７秒１１．６９メートル

の地点

１５点は、１４点から真北１３２度５５分２２秒９．０４メートルの

地点

１６点は、１５点から真北１３８度１９分１５秒１１．１０メートル

の地点

１７点は、１６点から真北１４２度５６分２２秒８．９４メートルの

地点

１８点は、１７点から真北１３４度５７分１７秒６．３１メートルの

地点

１９点は、１８点から真北２２５度２８分３８秒１．１２メートルの

地点

２０点は、１９点から真北１３７度３０分５５秒５．０７メートルの

�愛媛県告示第１８０６号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第６０条の規定により、次のとおり地方卸売市場の廃止を許可した。

平成１７年１０月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８０７号
愛媛県卸売市場条例（昭和４７年愛媛県条例第２５号）第８条の規定に基づき、卸売業者から次のとおり卸売の業務を廃止した

旨の届出があった。

平成１７年１０月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可年月日 開設者の氏名又は名称
廃 止 に 係 る 地 方 卸 売 市 場 取 扱 品 目

の 部 類所 在 地 名 称

平成１７年９月３０日 伊予連合農協青果地方卸売市場 伊予市下吾川字馬塚１２２４番地２ 伊予連合農協青果地方卸売市場 青果部
花き部

廃止年月日
卸 売 業 者 卸売の業務を行っていた地方卸売

市場の名称
廃 止 し た
取 扱 品 目
の 部 類住 所 又 は 所 在 地 氏 名 又 は 名 称

平成１７年９月３０日 伊予市下吾川字馬塚１２２４番地２ 伊予連合農協青果地方卸売市場 伊予連合農協青果地方卸売市場 青果部
花き部

愛 媛 県 報平成１７年１０月４日 第１６９９号

１０１０
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地点

２１点は、２０点から真北１３７度４６分３７秒９．０１メートルの

地点

２２点は、２１点から真北２３２度２３分３７秒３．３７メートルの

地点

２３点は、２２点から真北１４０度０７分４６秒９．８８メートルの

地点

２４点は、２３点から真北６６度２４分０１秒４．３５メートルの地

点

２５点は、２４点から真北１３７度３９分４４秒２１．２９メートル

の地点

２６点は、２５点から真北１４１度１９分１９秒１４．２９メートル

の地点

２７点は、２６点から真北１５２度４２分０４秒６．７２メートルの

地点

２８点は、２７点から真北１４８度２８分０７秒９．９９メートルの

地点

２９点は、２８点から真北２３７度１３分１４秒１．４５メートルの

地点

３０点は、２９点から真北１４６度３７分４４秒１３．１３メートル

の地点

３１点は、３０点から真北１４５度５６分３８秒１５．１５メートル

の地点

３２点は、３１点から真北１４１度５４分０４秒３．９２メートルの

地点

３３点は、３２点から真北２２５度２６分１４秒４．６１メートルの

地点

３４点は、３３点から真北３２４度１３分３３秒４．１１メートルの

地点

３５点は、３４点から真北３２６度５２分２３秒９．８５メートルの

地点

３６点は、３５点から真北３３０度０７分１０秒８．２４メートルの

地点

３７点は、３６点から真北３２９度４１分３３秒１１．２６メートル

の地点

３８点は、３７点から真北３２６度４４分１７秒８．９４メートルの

地点

３９点は、３８点から真北３２３度３９分４８秒１１．４１メートル

の地点

４０点は、３９点から真北３２１度００分３９秒９．０９メートルの

地点

４１点は、４０点から真北３２０度００分２０秒２１．３６メートル

の地点

４２点は、４１点から真北３１９度５３分２５秒１０．７８メートル

の地点

４３点は、４２点から真北３１９度２０分４５秒９．０２メートルの

地点

４４点は、４３点から真北３１８度１６分４８秒２０．４３メートル

の地点

４５点は、４４点から真北３１８度０５分１６秒１１．０８メートル

の地点

４６点は、４５点から真北３１６度４３分４５秒８．３８メートルの

地点

４７点は、４６点から真北３０９度０７分２４秒９．８１メートルの

地点

４８点は、４７点から真北２９８度４８分４０秒８．２８メートルの

地点

４９点は、４８点から真北２９２度００分２７秒１０．１２メートル

の地点

５０点は、４９点から真北２８１度５１分３５秒８．９８メートルの

地点

５１点は、５０点から真北２７７度１６分２２秒７．２２メートルの

地点

５２点は、５１点から真北２７５度３４分２２秒１２．３４メートル

の地点

５３点は、５２点から真北２７４度１４分０８秒１７．７８メートル

の地点

５４点は、５３点から真北２７７度０６分３６秒８．０２メートルの

地点

５５点は、基点から真北１２２度１３分１２秒２５４．６６メートル

の地点

５６点は、５５点から真北１３６度１６分０２秒８．１７メートルの

地点

５７点は、５６点から真北２２９度３２分１４秒５．７６メートルの

地点

５８点は、５７点から真北３１９度１５分１７秒８．４２メートルの

地点

� 面積

１，１６４．８６平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和５７年７月２１日 愛媛県指令河第３４５号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年１０月４日

�������
�愛媛県告示第１８０９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する

同法第１４条第２項の規定に基づき、東温市長から次のとおり

公共測量が終了した旨の通知があった。

平成１７年１０月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（地図混乱地域における基準点設置

作業）

２ 作業期間 平成１７年２月７日から

平成１７年８月４日まで

３ 作業地域 松山市道後鷺谷町、道後湯月町及び道後湯之

町の地域

�愛媛県告示第１８１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

愛 媛 県 報平成１７年１０月４日 第１６９９号

１０１１
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平成１７年１０月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年１０月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号
東温市河之内字三本松乙１５８６番１から

同字乙１６２０番１８９まで

旧 ５．５～２４．４ ０．４１５

新 ７．０～１１．５
２１．０～６０．０

０．１２５
０．３２７

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川川内線
上浮穴郡久万高原町東川７番１地先から

同町東川３２番地先まで

旧 ３．８～５．７ ０．０８７

新 ３．８～５．７
１０．９～４１．２

０．０８７
０．０９８

〃 〃
上浮穴郡久万高原町東川３２番から

同町東川２７番地先まで

旧 ４．０～２２．０ ０．０４６

新 １０．５～２２．０ ０．０４６

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡久万高原町東川２８５４番２地先から

同町東川３２２３番２まで

旧 ３．５～１１．０
１３．０～４８．０

０．４６３
０．４４９

新 １３．０～４８．０ ０．４４９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡久万高原町東川２８５４番２地先から

同町東川３２２３番２まで
平成１７年１０月４日
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公 告

�������
�愛媛県告示第１８１６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第２項の規定

による都市計画事業の施行について、次のとおり公告する。

平成１７年１０月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画事業の種類及び名称

今治広域都市計画道路事業

３・５・３５丸田辻堂線

３・５・２７今治日高線

７・６・３榎橋日高線

２ 施行者の名称

愛媛県

３ 事務所の所在地

松山市一番町四丁目４番地２

４ 事業地の所在

� 収用の部分

今治市常盤町八丁目並びに鯉池町一丁目、鯉池町二丁

目及び鯉池町三丁目並びに片山三丁目及び片山四丁目地

内

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第１８１７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１７年１０月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市中之庄町字宮ノ上８４１番３

２ 申請人の住所氏名

四国中央市土居町北野８１番地４

有限会社 加地不動産 代表取締役 加地 義和

３ 図面省略

�愛媛県告示第１８１５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年１０月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき平成１７年６月１３日から平成１７年９月１１日までの間に実施した技能検定

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡久万高原町東川６８番から

同町東川４３番まで

旧 ４．０～２９．５ ０．０４９

新 １０．５～２９．５ ０．０４９

〃 〃
上浮穴郡久万高原町東川４３番から

同町東川１５１３番１まで

旧 ３．７～７．９ ０．１８５

新 ３．７～７．９
１０．９～７３．３

０．１８５
０．１１０

〃 〃
上浮穴郡久万高原町東川１５１３番１から

同町東川１５０４番まで

旧 ３．７～４．３ ０．１０１

新 ３．７～４．３
９．５～２３．７

０．１０１
０．０９０

〃 〃
上浮穴郡久万高原町東川１５０４番から

同町東川１５０２番１まで

旧 ４．３～１４．８ ０．１０６

新 ４．３～１４．８
１５．２～４２．９

０．１０６
０．０８０

〃 〃
上浮穴郡久万高原町東川１５０２番１から

同町東川１５０１番２まで

旧 ７．５～８．８ ０．０４０

新 ８．８～１７．０ ０．０４０

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７松局建（開）第３７号

平成１７年９月２１日
東温市志津川字木原１５５８番１

松山市持田町四丁目６番１９号
株式会社ひだか
代表取締役 日 高 正 人
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の合格者は、次のとおりである。

平成１７年１０月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

造園（造園工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 １２ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 ２１

Ａ甲 ２２ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ６ Ｃ ８ Ｃ ９

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ６ Ａ甲 ８ Ａ甲 １０ Ａ甲 １２ Ａ甲 １５ Ａ甲 １７

Ｂ ２ Ｂ ３ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

鋳造（鋳鉄鋳物鋳造作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

２級

受 検 番 号

Ｂ １

金属熱処理（一般熱処理作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

２級

受 検 番 号

Ｃ １

機械加工（普通旋盤作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ６ Ｂ ３ Ｂ ４
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機械加工（円筒研削盤作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｃ １

機械加工（数値制御旋盤作業）

２級

受 検 番 号

Ｃ ４

機械加工（数値制御フライス盤作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

機械加工（マシニングセンタ作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ５ Ｂ １ Ｃ １ Ｃ ２

金属プレス加工（金属プレス作業）

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

鉄工（製缶作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｂ ３

２級

受 検 番 号

Ｃ １

鉄工（構造物鉄工作業）

１級
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受 検 番 号

Ａ甲 ３

建築板金（内外装板金作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ５

建築板金（ダクト板金作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ １ Ｃ ２

工場板金（曲げ板金作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

仕上げ（機械組立仕上げ作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｂ ２ Ｂ ３ Ｂ ６ Ｂ ７ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ｂ １ Ｂ ３ Ｂ ６ Ｂ ８

電子機器組立て（電子機器組立て作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ５ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ｂ ４ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ７ Ｂ １０
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電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｃ １

産業車両整備（産業車両整備作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ５ Ａ甲 １５ Ｂ ６ Ｂ ７ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｂ ３

建設機械整備（建設機械整備作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ｃ １ Ｃ ２

木型製作（模型製作作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

家具製作（家具手加工作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ｃ １

建具製作（木製建具手加工作業）

１級
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受 検 番 号

Ｃ １

プラスチック成形（インフレーション成形作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ｃ ３ Ｃ ４ Ｃ ５ Ｃ ７

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ４

石材施工（石張り作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

２級

受 検 番 号

Ａ甲 ４

とび（とび作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４

２級

受 検 番 号

Ｂ １

左官（左官作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３

Ａ甲 １４

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ｃ １ Ｃ ２
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ブロック建築（コンクリートブロック工事作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５

畳製作（畳製作作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

防水施工（ウレタンゴム系塗膜防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ｂ １ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

Ｃ ４ Ｃ ５ Ｃ ６ Ｃ ７ Ｃ ８ Ｃ １０ Ｃ １１

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

防水施工（アクリルゴム系塗膜防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

防水施工（シーリング防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９

Ｂ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｄ １

防水施工（ＦＲＰ防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ４ Ｃ ５

Ｃ ６ Ｃ ７ Ｃ ９
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内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ｂ １

内装仕上げ施工（カーペット系床仕上げ工事作業）

１級

受 検 番 号

Ｃ １

内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ｂ １ Ｂ ２ Ｂ ３

Ｃ １

内装仕上げ施工（ボード仕上げ工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 １０ Ｃ １

熱絶縁施工（保温保冷工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ｃ １

２級

受 検 番 号

Ｃ １

サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ６ Ｃ １

２級

受 検 番 号

Ｃ １

表装（表具作業）

１級
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受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｂ １ Ｂ ２

表装（壁装作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ｂ ２

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

塗装（建築塗装作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ８ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 ２１

Ａ甲 ２４ Ａ甲 ２９ Ａ甲 ３０ Ａ甲 ３１ Ｂ ３ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

Ｃ ４ Ｃ ５

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ６ Ｂ １ Ｂ ４ Ｃ １ Ｃ ３ Ｃ ４ Ｃ ５

Ｃ ６ Ｃ ８ Ｃ ９ Ｃ １０

塗装（金属塗装作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ｂ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ｃ １ Ｃ ３

写真（肖像写真作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４

商品装飾展示（商品装飾展示作業）

２級
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第７０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による直接請求の要件となるべき選

挙権を有する者の数は、次のとおりである。

平成１７年１０月４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件とな

るべき選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２１４，７１１

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，２９５

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３

分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６９，１１９

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する

者の数

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １

フラワー装飾（フラワー装飾作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ９

Ａ甲 １０ Ｂ １ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

選 挙 区 別 選挙権を有する者
の総数

同左の３分の１の数（松山
市選挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６分の
１を乗じて得た数と４０万に
３分の１を乗じて得た数と
を合算して得た数）

松 山 市 ４１３，４７５ １３５，５８０

今 治 市 ・ 越 智 郡 １５３，７１４ ５１，２３８

宇 和 島 市 ４９，２０２ １６，４０１

八幡浜市・西宇和郡 ４５，８４９ １５，２８３

新 居 浜 市 １０３，４０２ ３４，４６８

西 条 市 ９４，１６０ ３１，３８７

大 洲 市 ３０，８３０ １０，２７７

伊 予 市 ３３，２２４ １１，０７５

四 国 中 央 市 ７７，２３９ ２５，７４７

西 予 市 ３８，７５７ １２，９１９

東 温 市 ２７，８１３ ９，２７１

上 浮 穴 郡 １３，０７２ ４，３５８

伊 予 郡 ４３，８８５ １４，６２９

喜 多 郡 ２４，９６２ ８，３２１

北 宇 和 郡 ４１，８２０ １３，９４０

南 宇 和 郡 ２３，３０７ ７，７６９
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